
山形県国民健康保険団体連合会個人情報保護方針 

山形県国民健康保険団体連合会 

平成２３年１２月 １日 策定 

                           令和 ４年 ６月 １日 改訂 

１ 法令等の遵守 

山形県国民健康保険団体連合会（以下、「連合会」という。）は、個人情報保護の重要性

を認識し、連合会で取り扱う個人情報を保護するため、「個人情報保護に関する法律（平成  

１５年５月３０日法律第５７号）」、「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス（平成２９年４月１４日個人情報保護委員会、厚生労働省）」そ

の他関係法令等を遵守する。 

２ 個人情報の適正な取得、利用及び提供 

連合会は、個人情報の取得に際して、利用目的を明確に定め、適法かつ公正な手段によ

り取得を行う。 

連合会が取得し、保有する個人情報は、事業の範囲内において適正に利用する。 

利用目的については、（別紙）を参照されたい。 

また、取得した個人情報は、あらかじめ本人の同意がある場合や法令の定めがある場合

を除き、その利用目的以外の利用や第三者へ提供しないこととする。 

３ 安全管理措置及び継続的改善 

連合会は、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、管理体制を確立し、適切な安

全管理措置を講じる。また、役職員への教育実施、委託先の適切な監督により、個人情報

の漏えい、滅失またはき損の予防に努める。 

連合会は、個人情報の適切な取扱いを行うための管理体制、安全対策等について、継続

的に見直し、改善を図る。 

４ 個人情報の開示等 

連合会は「個人情報に関するお問合せ窓口」を設置し、保有する個人情報について本人

からの申出があった場合、原則として開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第

三者提供の停止に対応する。 

なお、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書、介護給付費明細書、

給付管理票、療養費支給申請書、医療費支給申請書、医療費請求書、特定健康診査等情報

等については、保険者等が保有する個人情報であり、連合会では開示等の取り扱いはでき

ない。 

 

【個人情報に関するお問合せ窓口】 

〒９９１－００４１ 

山形県寒河江市大字寒河江字久保６番地 

山形県国民健康保険団体連合会 総務企画課 総務係 

電話 ０２３７－８７－８０００ ／ ＦＡＸ ０２３７－８３－３３６７ 

電子メール soumu@yamagata.kokuhoren.jp 



（別紙） 

本会の個人情報の利用目的 

１ 診療報酬明細書等の審査・支払に関するもの 

・ 診療報酬明細書等の審査 

・ 保険者等への診療報酬等の請求 

・ 医療機関等への診療報酬等の支払 

・ 診療報酬明細書等データの電算処理等 

・ オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の照

会及び提供 

・ その他、上記の関連業務 

２ 保険者事務等の共同処理に関するもの 

・ 第三者行為求償事務 

・ 診療報酬明細書等の各種帳票等の作成 

・ 各種統計資料等の作成 

・ 医療費通知の作成 

・ 被保険者証及び受給者証の作成 

・ 月報等参考資料の作成 

・ その他、上記の関連業務 

３ 介護保険の審査・支払・苦情処理等に関するもの 

・ 介護給付費明細書の審査 

・ 受給者等からの苦情処理 

・ 市町村等への介護報酬の請求 

・ 介護サービス事業所等への介護報酬の支払 

・ レセプトデータの電算処理のための入力、画像取込み処理の委託 

・ 第三者行為求償事務 

・ その他、上記の関連業務 

４ 支援費の審査・支払に関するもの 

・ 請求書等の審査 

・ 市町村等への支援費の請求 

・ 事業所等への支援費の支払 

・ 支援費支給関係情報の電算処理のための入力、画像取込み処理の委託 

・ その他、上記の関連業務 



５ 特定健康診査等・特定保健指導及び保健事業等に関するもの 

・ 特定健診・特定保健指導の費用請求及び支払 

・ 特定健診・特定保健指導のデータ管理 

・ 特定健診・特定保健指導データの電算処理等 

・ 受診券の作成 

・ 健診・医療・介護情報の提供等 

・ その他、上記の関連業務 

６ その他 

・ 措置費支払代行事業に関するもの 

・ 年金からの保険料（税）の特別徴収に係る経由機関業務に関するもの 

・ 出産育児一時金等の支払事務に関するもの 

・ 研修事業の実施 

・ 各種表彰の実施 

・ 会員名簿の作成・印刷 

 


